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《書評》

『人口減少と危機のなかの地方行財政：
自治拡充型福祉国家を求めて』
平岡和久＊著、自治体研究社、2020 年

宮　入　興　一†

1．本書の意図と問題意識
著者によれば、本書は当初、「人口減少時代の地方行財政」のタイトルで、既発表の論説等をもと

に書き進められた。しかし、2020 年初めから、新型コロナ感染症問題が発生した。そこで、新型コ
ロナ禍による経済社会の危機の問題をも統一的に捉えて、標記のようなテーマで追究することにし
たというのである。しかし、それは著者のたんなる便宜的な思いつきではない。日本社会の人口減
少問題とそこからの脱却という課題と、新型コロナ危機とその克服という課題は、その社会経済的
な問題や危機の原因という点からも、また課題の克服という点からも共通性を有しており、「自治拡
充型福祉国家」の追究の中でこそ、問題解決への途が拓かれるというのが、著者の本質的な問題意
識であり発見した課題に他ならない。

2．本書の構成と概要
なぜ、公共部門、特に自治体行財政は、人口減少問題やコロナ危機に対して脆弱性を孕んでしまっ
たのか。地方行財政のあるべき姿は、どのようなものか。どうすれば状況を変え、望ましい姿へむ
かえるのか。著者は、こうした疑問に答えるために、新自由主義、財政再建至上主義、人口減少社
会危機論という 3つの議論を批判的に検討する。その上で、公共部門の再建を地方自治拡充の観点
から、日本における地方財政の現状及び政府の地方行財政政策について検討していく。さらに、こ
れからの地方行財政のあり方や自治体現場の政策課題についても考究していくとしている。
本書の構成と概要についてみてみよう。各章のタイトルは以下のようである。
1．危機下における財政―何が問題か
2．安倍政権と人口減少社会危機論
3．「失われた 20 年」と地方財政
4．2020 年度政府予算と地方財政
5．自治体戦略 2040 構想と地方財政
6．緊縮政策下での集権的地方財政改革を問う
7．連携中枢都市圏と地方財政
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8．小規模自治体の自律と自治体間連携
9．自治体現場に求められる政策分析
10．これからの地方財政
人口減少問題やコロナ危機が避けられないもとで、本書では、国の政策、特に地方行財政や自治
体現場のあり方を考える上で不可欠なテーマが検討される。
第 1章は、総論として、国の緊縮政策とコロナ危機を統一的に捉え、コロナ危機への対応でマイ
ナスの影響をもたらしている緊縮政策がなぜ転換できないのか、その転換を阻害している 3つの議
論：新自由主義、財政再建至上主義、人口減少社会危機論を批判的に検討し、背後にある市場主義
的グローバリズムからの転換と内発的発展の必然性を指摘している。
第 2章から第 4章までは、地方行財政におけるそれらの具体的現れである諸問題が批判的に検討
される。まず、第 2章では、第 2次安倍政権下で展開された地方創生政策と、この政策登場の背景
としての「増田レポート」による人口減少社会危機論とその問題点が究明されている。第 3章では、
それらを、より長期的に 2000 年代の小泉構造改革以降の「失われた 20 年」における政府による地
方政策と地方財政改革の歴史的過程の中に位置づけ、そこでの緊縮政策が、地域・自治体にもたら
した問題点と地方財政悪化の実態を実証的に解明している。第4章では、20年に及ぶ緊縮政策によっ
て自治体空洞化と地方財政悪化が進む中で、消費税増税やコロナ危機によって、極めて深刻な経済
危機に直面した 2020 年度の政府予算と地方財政対策の矛盾が分析されている。
第 5章から第 7章までは、安倍政権下での自治体改革戦略が詳細に検討される。第 5章では、政
府による長期的な新自治体改革構想である「自治体戦略 2040 構想」が検討される。この戦略構想は、
安倍政権の新自由主義的な重点政策である「未来投資戦略」と密接に関連しており、成長戦略と行
財政合理化至上主義の二兎を追う「集権的地方財政改革」であることが鋭く指摘される。第 6章で
は、「集権的地方財政改革」の実態を、その主要な政策項目である、ふるさと納税制度、地方創生政
策、地方交付税のトップランナー方式、地方交付税の成果配分方式、公共施設再編促進、自治体業
務改革におけるアウトソーシング促進、地方公営企業の経営改革等を素材として、それらの本質が、
自治体間競争によって、自治体空洞化と圏域行政化へと政策誘導するものであることが指摘されて
いる。また第 7章では、集権的地方財政改革の中で残された課題である「連携中枢都市圏」改革と
その問題点が、政府の第 32 次地方制度調査会の議論をめぐって検討されている。
第 8章では、平成大合併の嵐の中で自律を貫いた小規模自治体に学ぶとともに、自治体間連携の
在り方と都道府県による市町村補完・支援の在り方について、長野県を事例として具体的に詳述さ
れている。第 9章では、自治体の首長、議員、職員、それと何よりも住民が、現場において地方行
財政を評価するための政策分析を進めていく上でのポイント・観点を摘出し、理論的枠組みを実践
に活かしていく上でのヒントが提起されている。
第 10 章では、本書のまとめとして、これからの地方自治と地方財政のあり方について考えるとし、
21 世紀の日本と自治体が直面する問題として、人口減少・高齢化の危機、社会の不安定性の増大、
大規模災害リスク、東京一極集中とそのリスク、地域経済社会の衰退とその危機をあげ、こうした
地域問題に応えるには、地方自治体の体制強化と政策展開なしにはあり得ず、この転換こそが、著
者の提起する「自治拡充型福祉国家」に他ならない。
「自治拡充型福祉国家」の要諦は、人間中心の地域再生と内発的発展にある。そのためには、地域
の諸主体が、地域の総合的把握と地域コミュニティを基礎とした住民自治のもとで協働し、地域の
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人材・資源・技術を生かした内発的な取り組みをすることが肝要であって、行財政情報の徹底した
共有化と住民参加による学習と熟議が保障される必要がある。さらに、こうした人間中心の地域社
会の再生のためには、都市と農山漁村の再生、大型開発・外来型開発からの転換、地域資源の保全
活用、地域内経済循環構造の確立を含めた内発的発展が重視されなければならない。
最後に、こうしたシステムを支えるためには地方税財政改革が重要となる。そのポイントは、①
重層的な所得保障と基礎的サービスの無償提供、そのための法人税増税、累進所得税の強化、相続
税の強化、②自治体財政自主権の拡充、地方税と地方交付税による自主財源・一般財源の拡充、人
権保障のための国庫補助負担金の拡充、③地方自治の維持拡充の方向での自主的行財政改革、自治
体間の対等平等な連携である、と結論されている。

3．本書の評価と若干の残された課題
では、本書は、どのように評価されるであろうか。
第 1に、21 世紀の日本が直面する人口減少社会問題、それに加えて新型コロナ禍による重大危機
とを統一的に捉えて、地方自治の拡充と地方行財政の強化という側面から、問題の根本的な解決の
方向性を提起したことである。この問題意識の鮮明さと鋭利さは、本書の特徴として大いに評価さ
れよう。
第 2に、こうした問題意識から、政府による「未来投資戦略」による成長戦略と、「行財政合理化
至上主義」との、いわば二兎を追う「集権的地方財政改革」の弊害を、批判的かつ本質的に抉り出
したことである。
第 3に、国による、地方自治と地方財政の変更政策に対して、人間中心の地域再生と内発的発展
の視点から、代替戦略として、「自治拡充型福祉国家」システムを提起したことである。批判のため
の批判ではなく、国の地方変更政策に対して、地域と自治体の再生に向けて、進むべき発展方向が
具体的に提起されたことが肝要である。
以上のような重要な貢献の一方、次のような課題が、若干残されていると思われる。
第 1に、国による地方行財政改革の柱が、「中央集権的地方統治改革」であり、その代替戦略が、

国のグローバル国家追求政策の転換と「自治拡充型福祉国家」であるとして、その戦略転換のため
の産業政策と経済主体の具体的な姿が必ずしも見えてこないことである。いかなる政策と主体に具
体的に依拠して、国の政策転換を実現し、新しい「自治拡充型福祉国家」システムを構築していく
のか、その全体の構図とプロセスがいま一つ鮮明ではない。
第 2に、今の点とも関わって、小規模自治体の自律と自治体間連携への着目についてである。こ
れらの自治体は、典型的には「小さくても輝く自治体フォーラム」運動に参集する町村の取組みで
あり、いずれも憲法理念に依拠して地方自治の重要性を主張し、住民自治に基づく福祉や、環境、文
化の向上、内発的発展を志向し、人口維持増加の地域づくりを実践してきた。これらの自治体の理
念や実践からは、著者も言うように大いに学ぶ価値がある。しかし、その一方、これらの自治体は、
比較的少数の小規模な自治体にとどまっている。もちろん、それは広域自治体や、都市自治体での
「都市内分権」や住民自治の基盤づくりとも繋がるが、そうした事例は必ずしも多くはない。また、
政令市の浜松市や新潟市のように合併時に成立した地域協議会が廃止され、機能不全に陥っている
ケースも散見される。都市部、特に大都市圏での自律と自治体間連携の在り方については、今後の
探究が求められる。


